
Ⅶ 自治システムの充実したまちづくり

施策名 施策項目 担当部署名

基本方針

連帯感のあるコミュニティの形成 コミュニティ 地域安全課44 地域振興部

市民主体のまちづくりの推進 協働 地域安全課45

政策企画課企画部

男女共同参画の推進 男女共同参画 政策企画課46

的確な広報･広聴活動の推進 広報・広聴 広報広聴課47

行政課

政策企画課

秘書課

議会事務局

監査委員会事務局

便利な電子市役所の構築 電子市役所 情報システム課48 企画部

市民課環境市民部

適正で持続可能な財政運営 財政運営 財政課49 財政部

市民税課

資産税課

収税課

管財課

検査課

政策企画課企画部

行政課

会計課会計管理者

効率的・効果的な行政運営 行政運営 行政課50 企画部

政策企画課

人事課

情報システム課

広域行政の推進 広域行政 政策企画課51
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１ 現状と課題 

・大地震や水害の発生時の対応、防犯、交通安全、高齢化の進展など地域全体で取り組むべき課題が顕

在化しています。 

・自治会や子ども会に加入しない住民や祭りなどの地域行事に参加しない住民が増加傾向にあり、地域

住民同士のつながりや協力意識の希薄化が進んでいます。 

・自治会においては、行政などからの依頼が非常に多いことなどから、会長をはじめとする役員の負担

が大きくなっています。また、高齢化の進展などによって、組織の弱体化や役員のなり手不足が問題

となっています。 

・既存の地区集会所の多くが老朽化しており、大規模な改修や耐震化工事が必要となっています。 

・市民の主体的な活動によって、お互いが支え合う住みよい地域社会を形成するため、自治会活動が円

滑に進むように支援することが必要となっています。 

・地区の集会場などの不動産の所有権を明らかにし、財産上のトラブルを解消するため、認可地縁団体
＊となり法人格を取得する自治会が年々増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

地域住民の活動が、自主的・自立的に取り組まれ、お互いが助け合う住みよい地域社会の形成を推進

すること。 

   

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

自治会加入率 86.1％ 90.0％ 
自治会に加入している世帯数の割

合 

 

４ 施策の方向 

  (1)  コミュニティ活動の支援 

① コミュニティ活動参画の意識づくり 

・地域の住民相互のふれあいや助け合いの大切さを啓発し、自治会活動への理解と連帯意識の醸成

を図ります。 

② 自治会組織運営の充実・支援 

・自治会活動保険への助成や法人格取得（認可地縁団体）に対する支援などにより、自治会組織の

円滑な運営や活動の充実を図ります。また、新たな団地などにおける地域住民の自主的な組織づ

くりを支援します。 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

44 連帯感のあるコミュニティの形成 〈コミュニティ〉 

市内の認可地縁団体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 3 月 31 日現在 

現行計画 Ｐ34 

自治会数と加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各年度 4 月現在 

 
 

名 称 認  可  日
梅名自治会 平成10年 2月 1日
市山新田自治会 平成12年 4月19日
平田自治会 平成16年 7月16日
富士ビレッジ自治会 平成16年10月 6日
桜ヶ丘町内会 平成16年10月29日
緑ヶ丘自治会 平成18年 2月 8日
青葉台自治会 平成19年 2月21日
並木自治会 平成19年 4月25日
長伏町内会 平成20年12月10日
大宮町２丁目自治会 平成21年 4月 1日
大場町内会 平成21年10月 5日
小山中島自治会 平成21年10月15日
大宮町３丁目自治会 平成21年10月23日
加茂川町２区自治会 平成22年 1月 8日
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③ 地域リーダーの育成・交流活動の促進 

・三島市自治会連合会が実施する会長研修会などへの支援を行い、自主的な地域づくり活動の促進

や、交流機会の創出を図ります。 

  ④ ＮＰＯ＊などとの連携の促進 

   ・防犯・交通安全・福祉・教育など各分野のＮＰＯと自治会の連携を促進し、組織運営の効率化や

活性化を図ります。 

  (2)  コミュニティ施設の整備 

① 地区集会所の整備支援 

・地域住民の活動拠点となる地区集会所の新設、修繕、耐震補強などに対し助成を行い、自治（町

内）会の経済的負担の軽減を図ります。 

② 活動備品などの整備支援 

・山車の新造や三島囃子の用具購入に対する助成、集会所備品購入に対する補助などを行い、住民

相互のふれあいや交流機会となる祭りやイベントの振興を図ります。 

  ③ 公共施設などの利用促進 

・公民館やコミュニティ防災センターなどの機能充実や学校施設の開放に努め、地域住民の利用促

進を図ります。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 自治会活動への参加 

○ 学校、ＰＴＡ、地元事業者などとの連携 

○ 地域の状況に応じたまちづくりの実践 

○ 三島市自治会連合会との連携 

 

■地域振興事業 

■自治会活動保険補助事業 

■三島市自治会連合会活動等支

援事業 

 

 

■地区集会所施設整備補助事業 

■地区集会所新設補助事業 

■山車新造資金等補助事業 

 

 

〔用語解説〕  

①認可地縁団体 ②ＮＰＯ 
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１ 現状と課題 

・団塊の世代の退職や社会の成熟化などに伴い、市民の社会への貢献意識が高まっています。 

・本市では、福祉や安全対策、産業などのさまざまな分野で、市民、ＮＰＯ、事業者などと行政との協

働によるまちづくりの活動が活発に行われています。 

・三島本町プラザ内にある三島市民活動センターでは、市民活動の拠点として活動の支援を行っており、

ＮＰＯ法人 49 団体、ボランティア団体 171 団体（平成 22 年 9 月 27 日現在）が登録され、登録団体

数は年々増加しています。 

・市内には日本大学と遺伝学研究所総合研究大学院大学があり、これまでにさまざまな分野で大学との

協働によるまちづくりが行われてきました。平成 22 年(2010 年)4 月に順天堂大学保健看護学部が開

校したことにより、大学との協働の取り組みの幅が広がってきました。 

・市民、ＮＰＯ＊、事業者、行政の連携を強化するため、それぞれの情報の共有化が不可欠となってい

ます。 

・ＮＰＯなどから法人設立、運営、人材育成などの活動促進に関する行政からの助言・支援が多く求め

られています。 

・市民との協働によりまちづくりを推進するためには、政策の形成過程において市民や有識者の意見を

積極的に取り入れる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

さまざま分野における市民の活動を活性化し、協働による市民主体のまちづくりを推進すること。 

 

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

市民活動センター利用人数 18,393人 20,000人 
市民活動センターの会議室などを

利用する人数 

市民活動センターメールマガジ

ン発信件数 
341件 400件 

市民活動センターのメールマガジ

ン発信先の数 

パブリックコメントの１案件当

たりの提出件数 
1件 8件 

パブリックコメントの１案件当た

りの提出された件数 

 

４ 施策の方向 

  (1)  市民活動の支援 

① 自主的な市民活動の意識づくり 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

45 市民主体のまちづくりの推進 〈協働〉 

市民活動センターの登録団体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画 Ｐ98 
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・自主的な市民の活動を一層活発にするため、講習会の開催、ＮＰＯの活動内容の情報提供などに

よりボランティア活動を始めるきっかけづくりや人材育成を進めます。 

② ボランティア活動の支援 

・ボランティアを実践している個人や団体に対し、情報提供や活動する上での相談の実施などによ

り、ボランティア活動を支援します。 

③ 活動の場の提供 

・ボランティアやＮＰＯ、これから活動を始めたい人に対し、市民活動センターの会議室や打ち合

せスペース、印刷機器などを提供し活動を支援します。 

④ ＮＰＯと地域団体との交流 

   ・防犯・交通安全・福祉・教育など各分野のＮＰＯと自治会・子供会・婦人会などの地域で組織さ

れた団体との連携を促進し、組織運営の効率化や活性化を図ります。 

  (2)  協働型まちづくり活動の推進 

① 協働型まちづくりの推進 

・市民、事業者、ＮＰＯ、行政のそれぞれの情報の共有化を図り、4 者のパートナーシップによる

協働型まちづくり活動の体制づくりや環境整備に努めます。 

・アダプトプログラム＊などにより公共空間を美化・清掃する活動を推進し、まちの魅力の向上に

努めます。 

・大学との連携を強化し、大学生の発想と機動力を生かしたまちづくりを推進します。 

② 政策形成への市民参画の推進 

・市の政策形成過程における市民参画を図るため、パブリック・コメント制度により幅広い市民意

見の募集を実施し、誰もが参画できるような計画づくりやまちづくりを推進します。 

・各種審議会委員などへの一般公募による登用を推進します。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ ボランティア活動や地域活動への参加 

○ ＮＰＯへの会員登録と活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民活動意識啓発事業 

■ＮＰＯ・ボランティア活動推進

事業 

■市民活動センター管理事業 

 

 

■ＮＰＯ・ボランティア情報発信

事業 

 

〔用語解説〕 

①ＮＰＯ ②アダプトプログラム  
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１ 現状と課題 

・平成 11年(1999年)に施行された「男女共同参画社会基本法」に基づき、本市では平成 14年(2002年)

に「三島市男女共同参画プラン」（みしまアクションプラン・パート 2）を策定し、性別を問わず誰も

が、職場や学校、地域、家庭などで、それぞれの個性と能力を発揮できる社会を実現するために、各

種施策を推進しています。 

・審議会などの女性委員の割合は、着実に上昇し、平成 22 年度(2010 年度)の県内 23 市の平均登用率

26.4％に対し、本市は 34.2％と高い水準にありますが、人材不足などにより女性の登用が進まない分

野もあります。 

・市民意識調査によると、「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な役割分担意識にとらわれない人

の割合は、上昇傾向にありますが、国・県と比べると低い割合となっています。 

・各分野における男女平等感では、「学校教育の場」を除くすべてで「男性優遇」が「男女平等」を上

回り、男女平等の意識の実態は依然として進んでいない状況が続いています。 

・男女のどちらか一方に負担が偏らないように、男女が互いに協力しながら、仕事、家庭生活、地域活

動や趣味など、自分の希望するバランスで実現できるライフスタイルへの転換が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

男女が互いに人権を尊重し責任を分かち合い、個性と能力を発揮しながら支え合う社会を実現するこ

と。 

   

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

市の審議会などの女性委員の割

合 
34.2％ 40.0％ 

市の審議会、委員会などの委員に女

性登用した割合 

性別役割分担意識にとらわれな

い人の割合 
31.9％ 45.0％ 

市民意識調査で「男性は仕事、女性

は家庭」という考え方に反対する人

の割合 

 

４ 施策の方向 

 (1) あらゆる分野への男女共同参画の促進 

① 政策・方針決定への女性の参画促進 

・市の政策や方針を決定する審議会などに女性の意見を反映するため、女性の登用の促進に努めま

す。 

② 地域社会での男女共同参画の促進 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

46 男女共同参画の推進 〈男女共同参画〉 

性別役割分担意識にとらわれない人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府男女共同参画局調査、男女共同参画に関する県民

意識調査、市民意識調査 

分野別の男女平等感の調査結果（平成 21年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査 

現行計画 Ｐ40 
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・地域活動、市民活動、防災活動などに男女が共に参画し、対等な立場で活動できるような啓発活

動や女性リーダーの育成・支援に努めます。 

③ 国際的視野で取り組む男女共同参画の促進 

・男女共同参画に関する国際社会の動向・情報提供や国際交流事業の支援を通して、国際的視野に

立った男女共同参画意識を養うための機会の充実を図ります。 

  (2) 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

① 男女共同参画に対する理解の促進 

・社会のあらゆる分野で男女が共に活動しやすい環境をつくるため、実態把握に努めるとともに、

性別役割分担の固定化や性差別を取り除く効果的な広報活動を展開します。 

② 学校教育・保育の場での男女平等の意識づくり 

・子どもたちに固定的な性別役割分担意識が定着することのないよう、発達段階に応じた指導によ

り男女平等の意識づくりに努めます。 

③ 家庭・地域・生涯学習の場での男女共同参画の意識づくり 

・家族の皆が性別にかかわらず、能力に応じて家事・育児・介護を担う意識の啓発に努めます。 

・男女平等の妨げとなる慣習やしきたりなどについて考える機会を提供するとともに、誰もが男女

共同参画の観点に立った学習ができるよう学習環境の充実に努めます。 

  ④ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

・ＤＶ＊（ドメスティック・バイオレンス）の防止と被害者の保護を一層推進するため、ＤＶ防止

基本計画の策定を検討するとともに、市民や事業所などに対して女性に対する暴力防止に向けた

啓発活動を推進します。 

・関係機関との連携により被害者に対する相談・支援体制を強化し、予防や早期発見、早期対応に

努めます。 

  (3) ワーク・ライフ・バランス＊の実現 

①就業環境の改善 

・事業所に対して男女平等の実現や仕事と家庭の両立の支援について啓発するとともに、女性の就

業、再就職、起業を支援するため、知識習得や能力開発の機会の充実に努めます。 

②家庭・生活環境の改善 

・男女が共に家族的責任を果たしながら、仕事と家庭を両立するために、子育て支援サービス、介

護支援サービスの充実に努めます。 

  (4) 生涯を通じた健康で安定した生活の確保 

① 生涯を通じた健康の保持・増進 

・男性とは異なる健康上の問題に直面する女性に対して、心身の健康増進に必要な知識や情報、機

会の提供に努め、人生の段階に応じた健康の保持増進を支援します。 

② 家庭生活の安定と福祉の充実 

・ひとり親家庭や障害のある人、高齢者が生活の安定と自立を図ることができるよう、支援施策の

充実に努めます。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 地域活動への男女の積極的な参加 

○ 家庭での家事、育児、介護などへの男女の協力 

○ 事業所によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた協力 

 

■男女共同参画推進事業 

■児童虐待・ＤＶ対策事業(再掲) 

■ワーク・ライフ・バランス推進

事業 

■市立保育園管理運営事業(再

掲) 

 

 

■民間保育園運営支援事業(再

掲) 

■介護サービス事業(再掲) 

■母子保健診査事業(再掲) 

■母子保健教育・相談事業(再掲) 

 

■ひとり親家庭支援事業(再掲) 

■自立支援給付等事業(再掲) 

■障害者雇用推進事業(再掲) 

■介護予防サービス事業(再掲) 

〔用語解説〕 

①ＤＶ ②ワーク・ライフ・バランス  
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１ 現状と課題 

・近年のインターネットや携帯電話などの情報通信技術の発達に伴い、市民のライフスタイルや価値観

の多様化が進み、行政サービスに対する市民の要望がますます高度化・多様化しています。 

・市民の満足度の高い行政運営を進めるためには、市民ニーズの的確な把握が求められています。 

・市の政策や取り組みなどの情報を市民にわかりやすく伝えるために、多くの市民に読まれる広報紙、

聴かれるコミュニティＦＭ放送、最新の情報を掲載したホームページを目指し、行政情報の発信方法

や内容を継続して検討する必要があります。 

・20歳代市民の広報紙閲読率が低いことから、市内の大学との連携や青年団体などからヒアリングする

など若年層のニーズを反映させ、新たな媒体を活用した広報を検討する必要があります。 

・個人情報の保護に十分配慮しながら、積極的に多くの行政情報を迅速に提供していくことが求められ

ています。 

・多くの市民に市議会の活動への関心を持ってもらえるよう、市議会だよりなどの既存のメディアに加

え、インターネットの活用などさまざまな手段により議会情報を提供していく必要があります。 

・市に寄せられる各種相談に的確に対応するため、相談員のスキルアップや庁内の相談体制の充実が求

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

行政情報を市民にわかりやすく、正確に伝えるとともに、市民からの相談や意見を広く聴くことで、

透明性の確保や市民の意見を生かした市政運営を行うこと。 

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

「広報みしま」による市政情報

の提供の市民満足度 
― 70.0％ 

市民の意識調査で「満足している」

と答える人の割合 

市民意見を聞く機会の充実度 ― 60.0％ 
市民の意識調査で「充実している」

と答える人の割合 

市議会のホームページの年間ア

クセス件数 
12,141件 15,000件 

インターネットを通じて議会情報

の提供ができた件数 

 

４ 施策の方向 

  (1)  広報・広聴活動の充実 

① 広報活動の充実  

・市政を市民にわかりやすく伝えるため、広報紙やホームページの内容の充実やコミュニティＦＭ

放送による情報発信、マスコミの活用などあらゆるメディアを通じて広報活動の充実を図ります。 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

47 的確な広報･広聴活動の推進 〈広報・広聴〉 

広報活動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民相談の推移（市民相談室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画 Ｐ100 

税務 

相談 

相続・ 

登記 

法律 

相談 

市長 

相談 

一般 

相談＊ 

媒体 情報発信の内容

広報みしま
（広報紙）

毎月42,500部、月2回発行
（1，5，8，12月のみ月1回）

ボイス・キュー
（ＦＭ放送）

番組:平日1日5回、土日1日3回
ＣＭ:月100本放送

三島市ホーム
ページ
（インターネット）

447,000件
（平成21年度年間アクセス件数）
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② 広聴活動の推進  

・市民の満足度の高い行政運営を進めるため、市長と各地区の住民や女性との直接対話による広聴

会や市民意識調査・市民提案制度などの実施による広聴活動を推進します。 

・市の政策形成過程において、パブリック・コメント制度＊の実施により、広く市民などから意見

を求め、これを考慮して計画づくりやまちづくりの意思決定を行います。 

③ 統計情報の提供  

・国勢調査をはじめとするさまざまな統計調査の結果をホームページ、図書館、情報公開コーナー

などで公開し、市民にわかりやすい統計情報の提供に努めます。 

④ 行政相談、法律相談の充実  

・市民の日常生活に関わる相談・要望から、法律的な諸問題まで、弁護士、司法書士などの協力を

得るとともに、庁内の連携による迅速な対応や相談員のスキルアップにより相談体制の充実を図

ります。 

  (2)  情報公開と説明責任の確立 

① 情報公開の推進  

・情報公開制度に基づく情報公開や情報公開コーナーの活用による各種審議会の開催情報・結果の

公開はもとより、ホームページなどを活用した積極的な情報提供に努めます。 

② 説明責任の確立  

・市の事務事業の執行やその過程において、市民に十分に説明し、納得が得られるような説明責任

を果たしていきます。 

③ 議会情報の公開  

・市議会だよりによる議会報告のほか、インターネットによる議会生中継や見たいときに見られる

議会録画中継を行うとともに、さまざまな機会・媒体を通じて、市民にわかりやすい議会の情報

の提供に努めます。 

④ 監査結果の公開 

・各種会計の決算審査や各部署の定期監査の結果などをホームページや情報公開コーナーなどで公

開します。 

  (3)  市政功労者等への顕彰 

① 名誉市民・市政功労者の顕彰 

・永年にわたり市政の進展に尽くされた方々の功績をたたえ、顕彰を行うとともに、「広報みしま」

などを通じて周知を図ることにより、市民が市政に参画する気運を醸成します。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○市民提案制度やパブリック・コメント制度を活用した市民意見の提案 

○市長と各地区の住民や女性との直接対話による広聴会への参加 

○議会の傍聴やインターネット中継の視聴 

 

■「広報みしま」広報事業 

■市民カレンダー広報事業 

■コミュニティ FM放送広報事業 

■市民広聴事業 

■基幹統計調査事業 

 

 

■市民相談事業 

■情報公開制度実施事業 

■議会情報提供事業 

■監査結果の公開 

■市政功労等諸表彰事業 

 

〔用語解説〕 

① 一般相談 ②パブリック・コメント制度 
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１ 現状と課題 

・総務省の情報通信白書によると、ＩＣＴ（情報通信技術）＊の発展により平成 21年(2009年)末の国内

のインターネットの人口普及率は 78％となり、インターネットが日常生活に定着したといえます。ま

た、携帯電話などのモバイル端末を利用する人も増え、いつでも、どこでも、誰でも利用できるユビ

キタスネットワーク世界＊の実現が進みつつあります。 

・ホームページを活用した行政情報の発信は、重要な情報提供の手段となっているため、掲載情報の充

実を図るとともに、常にすべての人が利用しやすいホームページに改善していく必要があります。 

・インターネットを利用して、多くの人が情報を共有し、コミュニケーションを図ることが活発に行わ

れています。本市では市民自らが市民ポータルサイト＊などを活用し、地域情報の発信を行っている

ため、これをさまざまな分野の活性化につなげていく必要があります。 

・ＩＣＴの普及に伴い、個人情報の漏えいなどが大きな社会問題となっているため適切な情報管理が求

められています。 

・市民の利便性の向上や行政コストの縮減を図る手段として、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した電子

申請、電子入札などの電子自治体の構築が重要となっています。 

・住民票や戸籍などの電子化により、窓口業務の効率化や広域的サービスを進めてきました。さらに市

民の利便性を高めるため、各種証明書の交付方法について調査研究するなど、行政サービスの一層の

充実が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、わかりやすい行政情報の提供や市民サービスの向上、事務の効

率化を図り、市民の利便性を高めること。 

   

３ 目標（指標） 

指標名 
現状値

(H21) 

目標値

(H27) 
指標の説明 

ホームページの利用上の満足

度 
― 80.0％ 

ホームページを活用したアンケー

ト調査で「利用しやすい」と答え

る人の割合 

電子申請の利用件数 715件 2000件 年間の電子申請の利用件数 

IT 推進リーダー人数 91人 160人 IT推進リーダーの累計人数 

 

４ 施策の方向 

  (1)  総合的な情報化施策の推進 

① 情報化基本計画の推進 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

48 便利な電子市役所の構築 〈電子市役所〉 

全国のインターネットの利用者数と人口普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：平成 22 年度情報通信白書 

電子申請の利用状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画 Ｐ82 
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・高度情報化社会におけるＩＣＴを活用した施策をまとめた三島市情報化基本計画に基づき、イン

ターネットを利用した市民サービスや市民窓口サービスの向上を計画的に進めます。 

  (2)  インターネットによる市民サービスの向上   

① ホームページによる行政情報の提供 

・本市の行政情報や魅力を全国に発信するため、アクセシビリティ＊に配慮し、ホームページへの

迅速な最新情報の掲載など、情報の充実を図るとともに、情報発信の体制づくりに努めます。 

② 市民活動を支援する情報ネットワークの推進 

・市民団体の情報交流や情報発信、三島に関する旬な情報を発信する市民ポータルサイト、また市

民がインターネット上でコミュニケーションや情報共有を行う三島市地域ＳＮＳの利用の促進

に努めます。 

③ インターネットによる電子申請 

・施設予約や講座申込みなどの電子申請や公共工事などの電子入札の対象の範囲の拡充を図ります。 

  (3)  市民窓口サービスの向上  

① 市民サービスコーナーの充実 

・市民サービスコーナーで交付している証明書の種類の拡大などについて研究し、サービスの向上

を図ります。 

② 証明書交付方法の充実 

・住民票の写しや印鑑登録証明書などについて、迅速に、かつ開庁時間以外でも交付が可能となる

よう、証明書自動交付機の導入などを検討します。 

  (4)  セキュリティ対策 

① 情報セキュリティ対策の強化 

・コンピューターシステムのセキュリティ対策を行うとともに、職員の情報セキュリティに対する

意識の向上を図ります。 

・市が管理する情報の漏えいや滅失などの事故を起こさないために、適切な情報管理を行う体制や

手順の見直しを継続的に行っていきます。 

・市民が管理する個人情報の漏えいを防止するため、ホームページなどを通じて情報管理に対する

意識啓発を図ります。 

(5)  職員の知識・能力の向上  

① ＩＴ推進リーダーの育成 

・コンピューターを活用した業務の効率化を図るため、各部署の情報化推進のリーダーとなるＩＴ

推進リーダーを育成していきます。 

② ホームページコーディネーターの育成 

・利用しやすいホームページの作成技術や意識の向上を図るため、職員に対しホームページコーデ

ィネーター研修を実施していきます。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 市民ポータルサイトなどを活用した地域情報の発信 

○ 電子申請の積極的な利用 

○ 市民にわかりやすく、利用しやすい新たな電子市役所サービスの提案 

 

 

■情報化基本計画推進事業 

■基幹業務システムの最適化事

業 

■ホームページ運営事業 

■ｅコミュニティまちづくり推

進事業 

 

 

■電子申請運営事業 

■中郷文化プラザ市民サービス

コーナー運営事業 

■北上文化プラザ市民サービス

コーナー運営事業 

■証明書自動交付機導入等検討

事業 

 

 

■セキュリティ対策事業 

■IT推進リーダー育成事業 

 

〔用語解説〕 

①ＩＣＴ（情報通信技術）②ユビキタスネットワーク世界 ③市民ポータルサイト ④アクセシビリティ  
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１ 現状と課題 

・国の地域主権改革の推進に伴い、地方自治体では政策的にも財政的にも自立した経営を行っていくこ

とが強く求められています。 

・本市では職員数の適正管理に基づく人件費の削減をはじめ、積極的な行財政改革に取り組んできたこ

とにより財政状況は黒字決算を維持しています。しかし、歳入の根幹をなす市税収入は平成 20 年度

(2008年度)をピークに大幅に減少しているなか、市債残高は年々増加しており、歳出は社会保障の関

係経費が今後も増加する見込みであるため、引き続き厳しい財政状況が続くと予想されています。 

・今後、一層の市民サービスの向上が求められているため、徹底した経費の縮減や効果的な財源配分を

行う必要があります。 

・市民文化会館や市民体育館をはじめとする公共施設において、積極的に指定管理者制度を導入し、民

間委託などを行ってきましたが、引き続き民間活力を活用していく必要があります。 

・公共工事のコスト削減や質の向上を目指して、トータルコストを考慮した設計や、適正かつ厳正な工

事監理や検査を実施する必要があります。 

・公有財産を適正に管理し、その効率的な利活用を図ることが求められています。 

・現庁舎は、本館や別館などに分散されていることから、多様化する市民サービスへの対応や事務の効

率化などの問題を抱えています。施設の老朽化が進むなか、新庁舎の建設を含めて検討・研究を進め

ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

中長期的視野に基づく、適正で持続可能な財政運営を図り、市民ニーズに的確に対応すること。 

 

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

経常収支比率 84.0％ 79.0％ 

市税などの経常的一般財源＊を人件

費や扶助費、公債費など経常的に支

出される経費に充当した割合 

市税収納率 92.3％ 93.6％ 

市税（国民健康保険税を除く。）の

収納見込額に対し実際に収納され

た割合 

 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

49 適正で持続可能な財政運営 〈財政運営〉 

市税の収入額と収納率の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

現行計画 Ｐ102 
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４ 施策の方向 

  (1)  計画的な財政運営 

① 健全な財政運営の推進  

・中長期的視野に基づいた健全な財政運営を推進し、財政状況を定期的に公開し透明性の高い予算

執行に努めます。 

② 安全・効率的な公金の管理・運用  

・最も有利かつ確実な公金の運用に努めるとともに、適正で効率的な出納の執行や物品などの管理

を行います。 

③ 民間活力の活用  

・公共施設の指定管理者制度の効果的運用や民間委託の推進などにより、民間活力を積極的に活用

します。 

  (2)  市税の適正な賦課と収納率の向上 

① 市税の適正な賦課 

・納税義務者の信頼と理解を得られる適正な税の賦課を行います。 

② 収納率の向上と納税の公平性の確保  

・納税意識を高める啓発活動や口座振替の推進、適切な税負担能力の把握により収納率の向上を図

るとともに、長期滞納者や高額滞納者などの納税意識の低い滞納者については、インターネット

公売の活用など適切な滞納処分を行います。 

  (3)  公共事業のコスト削減と質の向上 

① 電子入札の推進  

・県下自治体と電子入札システムを共同利用し、事務効率の向上や運用経費の抑制を図ります。ま

た、電子入札の機能の拡充を図り、公正で競争性、透明性の高い入札を推進します。 

② 公共工事の質の向上  

・市民のニーズを踏まえ、経済性のある設計、適切な工事監理、適正かつ厳正な検査、請負業者へ

の的確な指導などにより、効率的な施工を確保し、コストの縮減と品質の向上を図ります。 

  (4)  公有財産の適正管理 

① 公有財産の適正管理 

・公有財産を適正に管理するため新たな公有財産台帳システムを活用し、適正な財産管理と効率的

な利活用に努め、未利用の普通財産については、処分を含めた利活用を図ります。 

② 新庁舎建設の検討・研究 

・新庁舎建設の必要性や基本的な考え方、建設する場合の庁舎機能や規模、場所などについて調査・

研究を行うとともに、事業手法の研究や建設基金の積立に努めます。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 無駄な事業、必要な事業に対する市民目線での提案 

○ 市民・ＮＰＯ・事業者による公共サービスの提供者としての参加 

 

 

■財政運営事務 

■指定管理者制度推進事業 

■市税賦課事務 

■収税特別対策事業 

■滞納整理回収事業 

■静岡地方税滞納整理機構推進

事業 

 

 

■電子入札推進事務 

■公共工事検査事務 

■三島市優良工事表彰事業 

■財産管理事務 

■庁舎維持管理事務 

■庁舎建設基金積立事業 

 

〔用語解説〕 

① 市債残高 ② 経常的一般財源  
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１ 現状と課題 

・近年の厳しい財政状況により徹底した行財政改革や効率的・効果的な行政運営を進める必要があり、

市民目線に立った、市民の満足度の高い行政サービスを提供する必要があります。 

・本市では、昭和 60年(1985 年)に全国に先駆けて行政改革大綱を定め、平成 18年(2006年)3月には新

たな行政改革大綱を策定し、財政の健全化と簡素で効率的な行政運営に努めてきました。 

・行政評価システムについて、平成 13年度(2001年度)に導入の試行期間を経て、平成 15年度(2003年

度)から本格的に導入し、効率的な行政運営に努めてきました。 

・中長期的な視点に立った計画的な行政運営を進めるため、より一層の総合計画と行政評価・予算が連

動した行財政運営が必要となっています。 

・職員の能力・資質の向上や組織全体の活性化を図るため、平成 19 年(2007 年)9 月に三島市人材育成

基本方針を定めるとともに、平成 20 年度(2008 年度)からはより適正な人事管理を目指した人事評価

制度の導入に向けて制度を構築してきました。 

・市民にとってわかりやすい行政機構づくりに努め、組織をスリム化、効率化していく必要があります。 

・庁内の事務事業のＯＡ化などにより、住民窓口業務や内部事務の効率化や改善を継続して実施する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

無駄のない、効率的、効果的な行政運営を図ること。 

   

３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

集中改革プランの重点目標の指

標の達成率 

(H20年度) 

40.0％ 
100.0％ 

集中改革プランの各年度の重点目

標の指標に対する達成率 

 

４ 施策の方向 

  (1)  総合的・計画的な行政運営 

① 総合計画に基づく行政運営 

・本市の総合的で計画的な行政運営を示した総合計画に定められた将来都市像を実現するため、体

系に基づき各施策を実施するとともに、予算・行政評価との連動が図られた行政運営を実施しま

す。 

  (2)  効果的・効率的な行政運営 

① 行政改革大綱に即した取り組み 

・本市の行政改革大綱に掲げる基本方針を実現するため、実施計画である集中改革プランに基づき

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

50 効率的・効果的な行政運営 〈行政運営〉 

正規職員数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年 4月 1日現在の人数 

 

現行計画 Ｐ78・Ｐ102 

947 924 906 867 844
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行政改革の具体的方策に取り組んでいきます。 

② 効果的な行政機構の編成 

・民間委託などの推進を図りつつ、多様化する市民ニーズに対応した簡素で効率的な行政機構の編

成を図ります。 

③ 効果的な行政評価の運用 

・総合計画に掲げる目的・目標を実現するため、行政評価により各施策の目的を達成する手段を明

確化するとともに、各施策の進行管理や業務の改善を図ります。 

④ 事務事業のＯＡ化の推進  

・コンピューター化できる業務については、積極的に改善し、効率的で合理的な事務手続きを推進

します。 

  (3)  適正な人事管理と人材育成 

① 適正な人事管理 

・組織を活性化させるため、業務量に見合った職員数を配置することや、職員と組織全体の能力を

向上させる人事評価制度を活用することなど、適正な人事管理に努めます。 

② 職員研修の充実と人材育成 

・常に時代の要請に沿ったテーマを職員研修に取り上げるとともに、効果の高い研修を実施し、職

員の資質向上に努めます。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 無駄な事業、必要な事業に対する市民目線での提案 

○ 行政改革の進捗状況に対する意見の提言 

 

 

 

 

 

 

■総合計画推進事業 

■行政改革推進事業 

■行政評価推進事業 

■事務事業ＯＡ化事業 

 

 

■人事管理事務 

■人事評価制度推進事業 

■職員研修事業 

 

〔用語解説〕 
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１ 現状と課題 

・交通網の整備や近隣市町への大型ショッピングセンターの開業などによって、市民の生活圏が拡大し

ていることに伴い、広域的な行政施策への市民ニーズが高まっています。 

・平成の大合併が平成 21 年度(2009 年度)末で一区切りとなったことに加え、地域主権改革の推進や道

州制＊の導入に関する検討が進められていることなどにより、広域連携の重要性はますます高まって

います。 

・これまで本市では、三島函南広域行政組合、三島市・伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会、富

士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議をはじめとしたさまざまな分野で県内外の市町と連携し

た広域行政を行ってきました。 

・今後、より一層、健康、福祉、防災対策、都市機能、観光など、さまざまな分野で行政区域を越えた

市町が連携し、行政サービスや地域の魅力を向上させるとともに、効率的な行政運営を進める必要が

あります。 

・広域道路網の整備や河川改修などを早期に実現し、地域全体の活力の向上を図っていくため、より一

層、国・県との連携を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目的 

市域を越えた行政サービスの向上と課題の解決に取り組み、広域的な視点に立ったまちづくりを進め

ること。 

 

第７項 自治システムの充実したまちづくり 

51 広域行政の推進 〈広域行政〉 

本市が参加している主な団体・組織等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 3月末現在 

現行計画 Ｐ104 

三島函南広域行政組合 三島市、函南町
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワー
ク会議

3県 14市19町4村

三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算
センター協議会

三島市、伊豆市、伊豆
の国市

静岡県東部地区家庭児童相談室連絡
協議会

県東部11市

三島市外三ケ市町箱根山林組合
三島市、裾野市、清水
町、長泉町

駿豆地区障害者生活支援事業連絡会 県東部3市3町

東海道五十三次市区町災害時相互応
援に関する協定

1都6県の1区14市5町

駿東伊豆地区消防救急広域化研究協
議会

県東部8市8町

箱根山御山組合
三島市、函南町、清水
町

静岡県東部地域コンベンションビュー
ロー

県東部6市4町

箱根山殖産林組合
三島市、函南町、清水
町

伊豆観光推進協議会 県東部7市6町

箱根山禁伐林組合
三島市、函南町、清水
町

東駿河湾環状道路整備促進期成同盟
会

県東部3市3町

静岡県後期高齢者医療広域連合 県内の全市町 黄瀬川地域地下水利用対策協議会
三島市、沼津市、清水
町、長泉町

静岡地方税滞納整理機構 静岡県・県内の全市町
駿豆地区広域市町ごみ処理問題検討
会

県東部8市4町

東部社会教育振興協議会 県東部9市10町

富士・沼津・三島三市博物館連絡協議
会

三島市、沼津市、富士
市

三島市外五ケ市町箱根山組合

三島市、裾野市、清水
町、長泉町、伊豆の国
市、函南町、清水町、
長泉町

沼津市、三島市、裾野市、長泉町及び
清水町消防通信指令施設運営協議会

三島市、沼津市、裾野
市、長泉町、清水町
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３ 目標（指標） 

指標名 現状値(H21) 目標値(H27) 指標の説明 

他市町との災害時相互応援協定
＊締結の件数 

86件 90件 
他市町と災害時相互応援協定を締

結している件数 

市内で他市町の証明書の交付が

できる場所の数 
1箇所 3箇所 

市内で他市町の証明書の交付がで

きる場所の数 

 

４ 施策の方向 

  (1)  近隣市町との連携強化 

① 広域行政体制の充実、強化 

・既存の広域組織を構成する市町との連携を強化し、効率的で効果的な共同処理のあり方など、広

域行政体制の充実・強化に努めます。 

② 広域行政サービスの推進 

・生活圏の拡大に応じた施設の相互利用や住民票や戸籍証明書の発行など広域的な行政サービスに

ついて関係市町と共同で推進するとともに、更なる調査・研究を進めます。 

   ③ 新たな連携方策の研究 

   ・消防救急広域化をはじめ地域全体の発展や行政課題の克服につながる新たな広域連携のあり方に

ついて検討を進めます。 

・地域主権改革の進展に対応できるようにするため、国・県の動向を注視しながら政令指定都市＊

や道州制に関する研究を進めます。 

(2)  国・県との連携強化 

① 道路整備・河川改修の促進 

・国・県が事業主体となっている道路整備や河川改修について、関係機関・団体との連携を深めな

がら早期実現を図ります。 

② 情報の収集と提供 

・国・県からの情報を迅速・的確に収集するとともに、関係機関へ各種制度の創設・改正情報など

の提供に努めます。また、市民生活に影響の大きい情報について、市民への的確な情報提供や市

民意見の把握に努めます。 

 

５ 主要事業 

 

６ 協働の取り組み（自ら実践、まちづくりに参加・協力しましょう） 

○ 広域行政サービスの提案 

○ 近隣の市町の事業や行事に関心を持ち、広域連携を生かした新たな取り組みの提案 

 

■三島函南広域行政組合事業 

■三島市、伊豆市及び伊豆の国市

電算センター協議会事業 

■沼津夜間救急医療センター事

業（再掲） 

■駿豆地区広域窓口サービス事

業 

 

 

■消防救急広域化検討事業（再

掲） 

■広域連携調査研究事業 

■東駿河湾環状道路ほか国道・県

道整備促進事業（再掲） 

 

〔用語解説〕 

①道州制 ②災害時相互応援協定 ③政令指定都市 
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